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資料３ 



 

第８次京都市環境影響評価審査会委員名簿 

 

 氏  名 所      属 専門分野 

 青野
あ お の

 正二
し ょ う じ

 大阪大学大学院人間科学研究科准教授 音環境・騒音 

◎ 池田
い け だ

 有光
ゆ う こ う

 大阪府立大学名誉教授 大気環境科学 

 板倉
い た く ら

  豊
ゆたか

 京都精華大学大学院人文学研究科教授 環境教育 

 岩嶋
い わ し ま

 樹也
た つ や

 京都大学名誉教授 気象学 

 大久保
お お く ぼ

 規子
の り こ

 大阪大学大学院法学研究科教授 行政法・環境法 

 大西
お お に し

 有三
ゆ う ぞ う

 関西大学都市環境工学部特任教授 地盤・地下水工学 

 笠原
か さ は ら

 三
み

紀夫
き お

 京都大学名誉教授 大気汚染 

 勝見
か つ み

  武
たけし

 京都大学大学院地球環境学堂教授 環境地盤工学 

 倉田
く ら た

 学児
が く じ

 京都大学大学院工学研究科准教授 都市環境工学 

 柴田
し ば た

 昌三
しょうぞう

 京都大学大学院地球環境学堂教授 景観生態学 

 島田
し ま だ

 洋子
よ う こ

 京都大学大学院工学研究科准教授 水質 

 武田
た け だ

 信生
の ぶ お

 京都大学名誉教授 環境システム工学 

 徳地
と く ち

 直子
な お こ

 京都大学フィールド科学教育研究センター教授  生態系 

 藤本
ふ じ も と

 英子
ひ で こ

 京都市立芸術大学美術学部教授 景観デザイン 

 増田
ま す だ

 啓子
け い こ

 龍谷大学経済学部教授 環境気候 

◎：京都市環境影響評価審査会 会長       （敬称略，五十音順） 
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写 参考２ 



 

 

 

 

奈良線第２期複線化事業に係る計画段階配慮書に対する国土交通大臣意見 

 

 

 

 奈良線第２期複線化事業（ＪＲ藤森～宇治・新田～城陽・山城多賀～玉水間複線化）

計画段階環境配慮書については、その内容は全体として適切と認められるが、環境省

意見を勘案し、環境保全の見地から、下記の意見を述べる。 

 

記 

 

１．線路の配置の決定時における配慮について 

 具体的な線路の配置の決定に際しては、地元住民の意見に十分に配意することによ

り、地域の生活環境等に配慮すること。その際、方法書手続において、より効果的に

意見を収集するために、具体的な線路の配置の検討方法、検討スケジュール等につい

て方法書に記載すること。 

 

２．騒音・振動について 

 沿線には、住宅地が広がり、病院、学校等の配慮が特に必要な施設も多く存在する

ことから、騒音・振動の予測・評価地点については、きめ細かい対策を検討できるよ

う選定すること。 

 

３．景観について 

 宇治川の渡河部については橋梁構造になるものと考えられるが、橋梁は、景観の重

要な要素となることから、詳細な内容の決定までの検討方法・検討スケジュールを方

法書に記載するとともに、専門家や地元住民などからの多様な意見を参考にできる態

勢を整備し、具体的な検討を十分に実施すること。 

 

参考３ 



 

 

 

奈良線第２期複線化事業に係る計画段階配慮書に対する京都府知事意見 

 

 

参考４ 



 

 

奈良線第２期複線化事業に係る計画段階配慮書に対する京都市長意見 

 

 

 

１ 全般的事項 

⑴ 事業の実施に伴い重大な影響を受けるおそれのある環境要素が，適切に選

定されている。 

⑵ 従前より第二期計画として位置付けられていたこと，及び既存線路の複線

化という特殊な事業特性から，事業に係る位置・規模に関する複数案の設

定が現実的でないという考え方は，妥当と考えられる。 

 

２ 騒音及び振動 

 配慮書案に記載のとおり，住宅，学校及び病院等が近接する地点・地域は

当然のこと，その他の騒音等の影響を及ぼすおそれのある地点・地域につい

ても，方法書以降の手続において慎重な検討を行い，環境影響の低減を図る

こと。具体的には，実行可能な範囲でロングレールの採用及び遮音壁の設置

等環境保全措置を検討すること。 

 

３ 動物及び植物 

 重要な動植物種の生息環境に変化が生じる場合に限定し，適切な対策を講

じると記載されているが，これは従来の環境影響評価における特殊性という

側面のみを捉えたものである。生物多様性の観点から，典型的な生物種及び

その生息状況（連続性の観点を含む）にも配慮すること。とりわけ，桃山御

陵以南の巨椋池干拓地に至る範囲は，従来より良好な植生が形成され，多様

な生物種が生息している可能性が高いことから，方法書以降の手続において，

丁寧な現地調査を行い，必要に応じて適切な対策を講じること。 

 

４ 景観 

 新たな線路を設置する計画であるが，景観への影響が懸念されることから，

周辺の景観との調和に十分配慮すること。 

 

参考５ 



 

環境影響評価法（抄） 

 

第３章 方法書 

 

（方法書の作成） 

第５条 事業者は，配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに，第

３条の６の意見が述べられたときはこれを勘案して，第３条の２第１項の事業が実施され

るべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し，対象事業に係る環境影響評価を行う

方法（調査，予測及び評価に係るものに限る。）について，（略），次に掲げる事項（略）を

記載した環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成しなければならない。 

１ 事業者の氏名及び住所（法人にあってはその名称，代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地） 

２ 対象事業の目的及び内容 

３ 対象事業が実施されるべき区域（以下「対象事業実施区域」という。）及びその周囲の

概況 

４ 第３条の３第１項第４号に掲げる事項 

５ 第３条の６の主務大臣の意見 

６ 前号の意見についての事業者の見解 

７ 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評価の手法（当該手法が決

定されていない場合にあっては，対象事業に係る環境影響評価の項目） 

８ その他環境省令で定める事項 

２ （略） 

 

（方法書の送付等） 

第６条 事業者は，方法書を作成したときは，第２条第２項第１号イからワまでに掲げる事

業の種類ごとに主務省令で定めるところにより，対象事業に係る環境影響を受ける範囲で

あると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長（特別区の区長を含む。以下

同じ。）に対し，方法書及びこれを要約した書類（次条において「要約書」という。）を送

付しなければならない。 

２ 前項の主務省令は，同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保

全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため，その基準

となるべき事項につき主務大臣（主務大臣が内閣府の外局の長であるときは，内閣総理大

臣）が環境大臣に協議して定めるものとする。 

 

（方法書についての公告及び縦覧） 

第７条 事業者は，方法書を作成したときは，環境影響評価の項目並びに調査，予測及び評

価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため，環境省令で定めるところに

より，方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し，公告の日から起算して

参考６ 



１月間，方法書及び要約書を前条第１項に規定する地域内において縦覧に供するとともに，

環境省令で定めるところにより，インターネットの利用その他の方法により公表しなけれ

ばならない。 

 

（説明会の開催等） 

第７条の２ 事業者は，環境省令で定めるところにより，前条の縦覧期間内に，第６条第１

項に規定する地域内において，方法書の記載事項を周知させるための説明会（以下「方法

書説明会」という。）を開催しなければならない。この場合において，当該地域内に方法書

説明会を開催する適当な場所がないときは，当該地域以外の地域において開催することが

できる。 

２ 事業者は，方法書説明会を開催するときは，その開催を予定する日時及び場所を定め，

環境省令で定めるところにより，これらを方法書説明会の開催を予定する日の１週間前ま

でに公告しなければならない。 

３～５ （略） 

 

（方法書についての意見書の提出） 

第８条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は，第７条の公告の日から，

同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までの間に，事業者に対

し，意見書の提出により，これを述べることができる。 

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は，環境省令で定める。 

 

（方法書についての意見の概要の送付） 

第９条 事業者は，前条第１項の期間を経過した後，第６条第１項に規定する地域を管轄す

る都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し，前条第１項の規定により述べら

れた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。  

 

（方法書についての都道府県知事等の意見） 

第１０条 前条に規定する都道府県知事は，同条の書類の送付を受けたときは，第４項に規

定する場合を除き，政令で定める期間内に，事業者に対し，方法書について環境の保全の

見地からの意見を書面により述べるものとする。 

２ 前項の場合において，当該都道府県知事は，期間を指定して，方法書について前条に規

定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。 

３ 第１項の場合において，当該都道府県知事は，前項の規定による当該市町村長の意見を

勘案するとともに，前条の書類に記載された意見に配意するものとする。 

４～６ （略） 



 

 

京都市環境影響評価等に関する条例（抄） 

 

 

（技術指針の策定等） 

第６条 市長は，既に得られている科学的知見に基づき，環境影響評価等及び第５０

条第１項に規定する供用後事後調査を適切かつ円滑に行うために必要であると認

められる技術上の指針（以下「技術指針」という。）を定めなければならない。 

４ 市長は，技術指針を定め，又は改定しようとするときは，あらかじめ，第５９条

に規定する審査会の意見を聴かなければならない。 

 

第１３条 市長は，前条の規定による書類の提出があったときは，当該提出があった

日から起算して３月（第１１条第１項に規定する意見書の提出がない場合にあって

は，第９条第１項の公告の日から起算して４月）以内に，事業者に対し，配慮書案

について環境配慮の観点からの意見を書面により述べなければならない。 

２ 第６条第４項の規定は，前項の規定により市長が配慮書案について意見を述べる

場合について準用する。 

 

（審査会） 

第５９条 技術指針の策定及び改定並びに配慮書案，方法書及び準備書についての市

長の意見の陳述その他市長が必要と認める事項について，市長の諮問に応じ，調査

し，及び審議するととともに，当該事項について市長に対し，意見を述べるため，

京都市環境影響評価審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 

（審査会の組織） 

第６０条 審査会は，委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから，市長が委嘱

し，又は任命する。 

 

（委員の任期） 

第６１条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

 

（専門委員） 

第６２条 審査会に，特別の事項を審議させるため必要があるときは，専門委員を置

くことができる。 

参考７ 



 

京都市環境影響評価等に関する条例施行規則（抄） 

 

（審査会の会長） 

第４６条 京都市環境影響評価審査会（以下「審査会」という。）に会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，審査会を代表し，会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは，あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（審査会の招集及び議事） 

第４７条 審査会は，会長が招集する。 

２ 会長は，会議の議長となる。 

３ 審査会は，委員の過半数（配慮書案についての市長の意見の陳述に関する会議に

あっては，委員の３分の１以上）が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 審査会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

５ 審査会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説

明その他の必要な協力を求めることができる。 

 

（部会） 

第４８条 審査会は，特別の事項を調査し，及び審議させるため必要があると認める

ときは，部会を置くことができる。 

２ 部会は，会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会ごとに部会長を置く。 

４ 部会長は，会長が指名する。 

５ 部会長は，その部会の事務を掌理する。 

 

（専門委員） 

第４９条 専門委員は，専門の知識を有する者のうちから，市長が委嘱し，又は任命

する。 

２ 専門委員は，特別の事項に関する審議が終了したときは，解嘱され，又は解任さ

れるものとする。 

 

（審査会の庶務） 

第５０条 審査会の庶務は，環境政策局において処理する。 

 

（審査会に関する補則） 

第５１条 この規則に定めるもののほか，審査会の運営に関し必要な事項は，会長が

定める。 


